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●引っ越しの時の各種届出

●知的障害者授産施設･障害児通園ﾎｰﾑを整備

●国民年金制度が変わります

●まちづくり情報BOX意見･要望と回筥

●教育委員会だより
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い
よ
い
よ
引
っ
越
し
の
季
節
到
来
で
す
。
進
学
や
就
職
、
転
勤
な
ど
で
、

こ
の
時
期
、
引
っ
越
し
を
考
え
て
い
る
方
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

転
入
や
転
出
、
転
居
等
を
さ
れ
る
場
合
は
、
必
ず
届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　
転
校
す
る
と
き

　
　
町
内
の
学
校
間
で
の
転
校

　
住
民
課
発
行
の
「
住
民
異
動
届
」
、
転
居
前
に
在
学
し
て
い
た
学
校
の
発

行
す
る
「
在
学
証
明
書
」
「
教
科
書
給
与
証
明
書
」
を
持
っ
て
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。

　
　
町
外
へ
の
転
校

　
担
任
の
先
生
を
通
じ
学
校
長
に
申
し
出
て
、
「
在
学
証
明
書
」
「
教
科
書
給

与
証
明
書
」
「
日
本
体
育
・
学
校
健
康
セ
ン
タ
ー
の
加
入
に
開
す
る
書
類
」

を
も
ら
っ
て
、
転
出
先
の
市
町
村
教
育
委
員
会
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
町
外
か
ら
の
転
校

　
住
民
課
発
行
の
「
住
民
異
動
届
」
と
、
転
入
前
に
在
学
し
て
い
た
学
校
が

発
行
す
る
「
在
学
証
明
書
」
「
教
科
書
給
与
証
明
書
」
「
日
本
体
育
・
学
校
健

康
セ
ン
タ
ー
の
加
入
に
関
す
る
書
類
」
を
待
っ
て
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

手
続
き
・
問
合
せ
先

　
教
育
委
員
会
学
校
教
育
課
学
校
教
育
係
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進
学
す
る
と
き

　
進
学
の
た
め
、
他
の
都
道
府
県
等
に
引
っ
越
し
た
場
合
、
こ
れ
ら
の
学
生

の
医
療
費
は
、
扶
養
者
な
ど
が
負
担
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
た
め
、

国
民
健
康
保
険
で
は
、
こ
の
よ
う
な
学
生
に
、
親
元
と
別
の
披
保
険
煮
証
が

交
付
さ
れ
ま
す
。

必
要
な
も
の

　
国
民
健
康
保
険
証
・
在
学
証
明
証
又
は
学
生
証
の
写
し

手
続
き
先

　
民
生
節
住
民
課
住
民
係
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引っ越しの日が決まりましたら、前もって水遠謀へ閉栓の

手続きをしてください。連絡の際は、住所、氏名、引っ越

しの日時、引っ越し先をお知らせください。

………1引っ越しまでの水道料金（精算分）は、前回の検針日から

　引っ越しまでの使用量をもとに計算いたします。

連絡（閉校の手続）をいただきませんと、水道を使用され

ていなくても、引き続き料金がかかってしまいますので、

必ず水選評へご連絡をお願いいたします。

問合せ先水道部水道評昔82－2260（直通）

ヽ一

届け出一覧表（手続き・問合せ先民生部住民課住民係昔8ト1824）

種　類 内容と届け出期間 必　要　な　も　の

転　入　届

・他の市町村から転入して

　きたとき

・転入した口から川口以内

・印鑑

・前の市町村（前住所地）が発行した「転出証明書」

・国民健康保険に加入していた方は､申し出てください

・国民年金手帳（加入者のみ）

・国民年金の受給者は住所変更届を社会保険事務所に提出しでく

　ださい（住民課に用紙があります）

・福祉年金証書（加入者のみ）

・母子健康手帳（該当者のみ）

・介護保険資格証明書（該当者のみ）

・児童手当用所得証明書（前住所地に請求）を持参して福祉課で

　手続きをしてください（児童手当該当者のみ）

・妊産婦、乳幼児医療受給資格考証を持っていた方は、申し出て

　ください

転　居　届

・壬生町内で住所を変更し

　たとき
・転居した日から14日以内

・印鑑

・国民健康保険証（加入者のみ）

・福祉年金証書（加入者のみ）

・老人医療受給者証､老人健康手帳（該当者のみ）

・各種医療受給者証（該当者のみ）

転　出　届

・壬生町から他の市町村に

　転出するとき

・転出する目まで(転出予定

　日のＨ目前から)

・印鑑

・印鑑登録証（登録者のみ）

・国民健康保険証（加入者のみ）

・老人医療受給者証､老人健康手帳（該当者のみ）

・各種医療受給者証（該当者のみ）

・児童手当用所得証明書を交付請求してください

　（児童手当該当者のみ）

・ナンバープレート

　（125cc以下の原動機付き自転車を所有している方）

世帯変更

・世帯主の変更、世帯分離、

　合併など変更したとき

・変更した日から目口以内

・印鑑

・国民健康保険証（加入者のみ）

その他の届け出
・住所の番地を間違えている、名前に濁音がある又は無いなどの場合は、訂正しますので届け出

　てください。
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